
発注者 請負者

連 絡

提出及 び連絡

１　現場代理人兼務(変更)届を既契約発
注者に正副２通を提出する。

提 出

２　内容を確認し、現場代理人兼務
(変更)届の正副２通に収受印を押印
したうえで、正本は受理、副本は請
負者に返還する。

　　　　　　　　　保管

　

返還

３　新たな工事の現場代理人兼務(変更)
届に、既契約工事の現場代理人兼務(変
更)届（既契約発注者が収受印を押印した
もの）の副本を添えて、現場代理人兼務
に係る事後審査書類として新たな工事の
発注者に提出する。

提 出

　

４　提出書類の審査を行う。(必要に
応じCORINSを参照する。）

　　　　　　　　　　　 　保管

　　　　提出省略

５　既契約工事と新たな工事の連絡員設
置(変更)届を各々の発注者に提出する。

　 保管　 提出

提出 　　　　　　　　　　　保管

既契約の当事者
新たな工事の発注者

現場代理人を兼務させる場合の事務処理（条件付き一般競争入札）

現場代理人
兼務(変更)届

（正副）

現場代理人
兼務(変更)届

（新たな工事）

現場代理人
兼務(変更)届

（副）

現場代理人
兼務(変更)届

（新たな工事）

現場代理人
兼務(変更)届

（新たな工事）

落札候補者の決定

現場代理
人兼務に
係る事後
審査書類
を受理

落札者の決定

資格審査書類を提出
(現場代理人兼務に係る審査
書類は、後日提出すること
を連絡する。)

資格審査書類を受理

資
格
要
件
の
事
後
審
査

現場代理人
兼務(変更)届

（正副）

現場代理人
兼務(変更)届

（正）

現場代理人
兼務(変更)届

（副）

現場代理人
兼務(変更)届

（副）

契 約 締 結

現場代理人
設置(変更)届

契約締結後に提出する現場代理人設置(変更)届は、現場
代理人兼務に係る事後審査書類として提出した現場代理
人兼務(変更)届で代わるものとし、提出は省略する。

連絡員
設置(変更)届

（新たな工事）

連絡員
設置(変更)届

（新たな工事）

連絡員
設置(変更)届

（既契約工事）

連絡員
設置(変更)届

（既契約工事）

現場代理人兼務に関し、特約書により変更契
約を締結する必要がある場合もあります。

兼務する場合


	別紙２(一般競争)

